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令和５年１月１１日 

習志野市霊園管理システム業務プロポーザル募集要項 

１．主旨 

 本要項は、習志野市霊園管理システムの開発・運用を委託するにあたり、一定の

条件を満たす提案者から企画提案書を受け、ヒアリング等を実施したうえで当該企

画提案書の審査を行い、実績、専門性、技術力、企画力、創造性等を勘案し、総合

的な見地から判断して当該業務の履行に最も適した受託候補者を選定するために

必要な事項を定める。 

 

２．プロポーザルの概要 

⑴ 事業名 

   習志野市霊園管理システム業務プロポーザル 

⑵ 事業の概要 

 本事業は、習志野市霊園管理システム(以下「システム」という。)について、

機能の向上、制度改正等のシステム改修への柔軟な対応と機器の安定動作維持

を目指し、業務の履行に最も適した受託者を選定する。 

⑶ 企画提案の範囲 

システムの導入、機器およびシステムの保守を一式として総合提案する。 

なお、システムの仕様書については、別途提供する「習志野市霊園管理シス

テム調達仕様書」のとおりとする。 

⑷ 履行期間 

・システム賃貸借期間 

システム稼働日から５年間（令和５年１０月１日から令和１０年９月３０

日までを予定） 

令和５年９月３０日までを開発期間とし、令和５年１０月１日に本格運用。 

開発期間には、データ移行業務を含む。 

・システム保守期間 

システム稼働日から５年間（令和５年１０月１日から令和１０年９月３０

日までを予定） 

⑸ システムの納入場所 

習志野市鷺沼２丁目１番１号 習志野市庁舎３階 情報政策課サーバー室 

⑹ 設置期限 

令和５年１０月１日を稼働日とすること。 

なお、システムに必要なすべての機器、ソフトウェアの納入、テスト運用及

び操作説明について、稼働日の前日までに実施することとする。 
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⑺ 提案上限額 

５年間事業総経費：１６，０００，０００円（税抜）を上限とする。 

５年間事業総経費には「システム調達に係る経費」、「保守委託に係る経費」 

及び現在本市で使用している霊園管理システム「ぼさん」からのデータ移行業

務を含めたものとする。 

支払いについては、事業総経費を平準化し、賃貸借期間中、毎月支払うこと

とする。 

⑻ 担当課 

習志野市鷺沼２丁目１番１号 習志野市庁舎１階 社会福祉課 

・電話番号 

０４７－４５１－１１５１（内線２０１） 

０４７－４５３－７３７５（直通） 

・電子メールアドレス 

    syafuku@city.narashino.lg.jp 

⑼ スケジュール 

公募開始から最優秀提案者の選定までの実施スケジュールは下記のとおり。 

内容 日程等 

募集要項、仕様書及び機能要求書公表 令和５年１月１１日（水） 

質問受付 令和５年１月１１日（水）～ 

令和５年１月１８日（水） 

質問回答 令和５年１月２３日（月） 

参加申請及び企画提案書受付期間 令和５年１月２４日（火）～ 

令和５年１月３１日（火） 

プレゼンテーション・質疑応答 令和５年２月１０日（金） 

契約候補者選定結果通知 令和５年２月１４日（火） 

システム稼働開始 令和５年１０月１日（土） 

 

３．応募者の資格要件 

⑴ 応募資格 

法人とする（法人格を持たない団体及び個人での応募は不可）。 

⑵ 応募者の制限 

プロポーザルに参加する者は、次に掲げる事項をすべて満たすものとする。

なお、本市は必要に応じ調査確認を行うものとする。 

① 令和４・５年度の習志野市入札参加資格者名簿の委託区分に搭載されてい

る者のうち、大分類「情報処理」に業種登録申請しているものであること。 

② 習志野市建設工事請負業者指名停止措置要綱（平成１８年４月１日施行）

mailto:syafuku@city.narashino.lg.jp
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に基づく指名停止措置または習志野市契約における暴力団対策措置要綱

（平成１２年２月１日施行）に基づく入札参加除外措置を、公開の日から

契約締結までの間、受けていない者であること。 

③ 東京都、千葉県、神奈川県または埼玉県に本店または契約締結等の権限を

委任された営業所等を有する者であること。 

④ 霊園管理システムを平成２４年度以降、地方自治体へ納入した実績がある

こと。 

⑤ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（同条を準

用する場合を含む。）の規定により本市における一般競争入札の参加を制

限されていない者であって、次の事項に該当しないものであること。 

ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者又

は本業務の審査終了日前６か月以内に手形、小切手にて不渡りを起こし

た者 

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した者で、同

法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者 

ウ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請した者で、同

法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がされていない者 

 

４．応募手続等 

⑴ 募集要項等の公開について 

令和５年１月１１日（水）から、本市のホームページに掲載する。各様式

についても、同様に掲載する。 

⑵ 質問書について 

募集要項等の内容について、次のとおり質問を受け付ける。 

① 受付期間：令和５年１月１１日（水）～令和５年１月１８日（水） 

午後５時まで 

② 提出方法：質問書（第３号様式）を作成の上、担当課にメールにより提出

するものとする。件名は「霊園管理システム質問書」とする。電話や担当

課窓口、郵送、FAXによる質問・問い合わせには応じない。また、審査に

かかわる質問には応じない。 

メールアドレス：syafuku@city.narashino.lg.jp 

③ 質問に対する回答：上記の質問に対する回答については、令和５年１月 

２３日（月）までに、質問者全員にメールで回答する予定。回答期限を２

営業日以上過ぎてもメールがない場合は、不具合等が生じた可能性がある

ため、担当課に確認すること。 

 

mailto:syafuku@city.narashino.lg.jp
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５．参加表明及び関係書類の送付 

⑴ 受付期間 令和５年１月２４日（火）から１月３１日（火）午後５時まで 

⑵ 提出書類 

① 参加表明書（第１号様式） 

② 霊園管理システム請負実績報告書（第２号様式） 

③ 見積書（第５号様式） 

※ 見積書に関しては、詳細な内訳書を添付すること。 

④ 従業員数及び担当者名簿（第６号様式） 

⑤ 習志野市霊園管理システム 機能要求書（以下「機能要求書」という）

（第７号様式） 

⑥ 企画提案書 

※企画提案書を作成する際は、次項に従い「習志野市霊園管理システム調

達仕様書」及び「機能要求書」の項目を確認すること。なお、機能要求書

に関しては、すべての項目を実現できなくても、企画提案はできるものと

する。 

⑶ 企画提案書作成上の注意 

① 様式 

提案資料の様式及び枚数は自由とするが、Ａ４サイズでページ数を付し製

本すること（製本の体裁は自由とする）。 

② 構成・内容 

 企画提案書は仕様書・機能要求書の内容を踏まえながら、「審査の基

準」（８（５））の項目順に作成し、次の事項に関しては、別途Ａ４サイズ

１枚程度の資料を用意し、提案書と併せて提出すること。 

Ⅰ．ハードウェア構成、ソフトウェア構成、処理方式 

⑷ 機能要求書への回答方法 

   別紙機能要求書の対応レベル欄に次の方法で回答すること。標準機能とは

すでにシステムに組み込まれているパラメータとコードの設定で実現できる

ものとする。 

   なお、機能要求書に関しては、すべての項目を実現できない場合も企画提

案はできるものとする。そのため、標準機能で備えていない場合であって

も、記載要領に従い対応等を記載すること。 

① 対応レベル欄に次のとおり記入する。 

〇：標準機能で対応可能（今後のバージョンアップにより、標準機能と

なる予定がある場合は、時期を「代替案（補足説明）」欄に明記すること） 

△：提案上限額の範囲内でのカスタマイズまたは代替機能・運用で対応

可能（カスタマイズの場合は「費用（千円）」欄に費用を明記すること。代
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替機能・運用の場合は、推奨する方法等について、「代替案（補足説明）」

欄に明記すること） 

×：対応不可能 

として回答すること（提案時で機能を実現しているかで判断のこと）。 

   留意事項については、機能要求書を参照のこと。 

② 「経費見積書（様式４）」には、機能要求書の「費用（千円）」欄に記入し

た経費を含んだ金額を記入すること。 

また、標準機能で対応可とした機能について、システム導入後、明らか

に要求仕様と違うと本市が判断した場合は無償で対応を行うこと。なお、

稼働当初は使用しない機能であっても、賃貸借期間中に運用を変更する場

合があるので仕様すべてに回答すること。 

対応レベル欄が空欄の場合は得点に計算されないので、十分に注意する

こと。 

⑸ 提出先 

習志野市健康福祉部社会福祉課 

千葉県習志野市鷺沼２丁目１番１号（市庁舎１階） 

平日の午前８時３０分～午後５時受付 

⑹ 提出方法 

持参のみとする。 

⑺ 提出部数 

各正本１部、副本８部。副本は複写可とする。 

※副本は社名が特定できるものは除くこと。 

 

６．提出書類の作成及び提出上の注意事項 

⑴ 提出書類作成上の注意 

① 大きさは原則Ａ４サイズとし、Ａ３サイズの場合は折り込むこと。 

② 提出書類は用紙左に２穴パンチ穴を開けること。正本に関しては、Ａ４縦

サイズのファイルに綴じて提出すること。 

③ 通しのページ番号を付与し、目次も付けること。 

④ 「８（５）審査の基準」の項目順に作成すること。 

⑵ 提出上の注意 

① 郵送・メール等による受付及び提出期限を過ぎた場合の受付はしない。 

② 提出期限後の提出書類の変更は一切認めない。提出書類に記載すべき事項

の全部または一部が記載されていない場合も補充することはできない。ま

た、記載すべき事項以外の記載があった場合は、その部分の記載は無効と

なる。 
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③ 提出書類は返却しない。 

④ 一団体につき、提出は一案とする。 

⑤ 提出書類は市の公文書として保管し、情報公開の請求により開示すること

がある。ただし、応募者の正当な利益が害するおそれがあると本市が認め

た箇所については公表しない。 

⑥ 提案書類提出等にかかる費用は、提案者の負担とする。 

⑦ この業務で知り得た情報を、他に漏らしてはならない。 

⑧ 以下の場合は失格とする。 

・資格要件を満たさない者が書類を提出したとき。 

・提出書類に虚偽の記載がされているとき。 

・提出書類の提出方法、提出期限、様式を守らないとき。 

・応募者がプレゼンテーションに出席しないとき。 

その他習志野市霊園管理システム事業者選定委員会（以下「選定委員会」

という。）が不適格と認めたとき。 

 

７．プレゼンテーション・質疑応答の実施 

 企画提案書の内容について、次のとおりプレゼンテーション・質疑応答を行

う。 

⑴ 実施日時 

令和５年２月１０日（金）午後 

⑵ 実施場所 

習志野市庁舎５階会議室５－１ 

⑶ プレゼンテーションの質疑応答について 

提出された企画提案書に基づき、指定した日時にプレゼンテーションを行

う。資料の追加提出は認めない。１者ずつ個別に実施する方法とし、１者の

持ち時間は、プレゼンテーション３０分及び質疑応答１０分の計４０分とす

る（詳細は別途通知）。プレゼンテーションの一環として、デモンストレー

ションを行うことも可能とする。事前準備及び後片づけの時間は含まない。 

なお、企画提案書の記載内容を逸脱しないものとする。 

また、ノートパソコン等必要な機材は参加者が用意すること。（プロジェ 

クター等の機材の使用については事前に本市に確認すること）。市庁舎１階

会議室で開催可能な範囲で行うこととし、説明員は実務の責任者が行うこ

と。 
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８．審査について 

⑴ 審査 

市が設置した選定委員会委員が企画提案書の審査を行い、次の手続により、

事業候補者を選定する。 

⑵ 提案審査内容 

企画提案書、プレゼンテーションの内容により評価した評価表の点数を集計

し、最高評価点となったものを第１位契約候補者とし、次点になった者を第２

位契約候補者とする。最高評価点獲得者が複数あるときは、該当者のうち「５．

経費見積金額」の点数の最も高い者を第１位契約候補者とする。「５．経費見積

金額」の点数も同じものが複数ある時はくじ引きにより第１位契約候補者を決

定する。 

⑶ 審査の結果、一定の基準に満たない場合は、契約候補者として選定しない場合

がある。 

⑷ 本プロポーザル参加手続き後、参加を辞退する場合は、辞退届（第４号様式）

を提出すること。 

⑸ 審査の基準 

審査は、次の項目を審査し総合的に判断する。 

 

No 区分 評価項目 配点 

Ⅰ 基本的事項 基本的事項・コンセプト １０点 

Ⅱ 
システム概要及び要

求機能 

システム詳細機能、画面表

示・操作性、統計機能、EUC

機能、セキュリティ機能、

稼働支援、業務効率及び市

民サービス向上への提案 

５０点 

Ⅲ 業務支援体制 
実施体制・実績、人員配置、

実施スケジュール 
１５点 

Ⅳ 
システム保守及び運

用・管理 

保守及び運用・管理、サポ

ート、カスタマイズ 
１５点 

Ⅴ 経費見積金額 経費見積金額 １０点 

配点（１００点満点） 

 

９．選定及び結果の通知 

審査の結果については、令和５年２月１４日（火）に応募者に通知するほか、市

ホームページで第１位契約候補者を公表する。 
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１０．契約について 

⑴ 市は、最も評価の高い業者をシステム業務の第１位契約候補者として、契約

締結交渉を行う。 

⑵ 第１位契約候補者が前記（６（２）⑧）の失格要件に該当すると認められた

場合、または市と契約締結交渉が不調となった場合は、次順位である者と契

約締結交渉を行う。第３位契約締結候補者まで、同様に交渉を行う。 

⑶ システム調達に係る業務については賃貸借契約とし、契約締結交渉が整っ

た業者と賃貸借契約を締結する。 

⑷ システム賃貸借及びシステム保守業務は、令和５年４月 1 日を契約予定日

としている。 

システム賃貸借業務及びシステム保守業務は、長期継続契約とする。 

また、それぞれの年度ごとの支払い内訳を明示すること。 

⑸ 本プロポーザルは、令和５年度予算の成立を前提に年度開始前の準備行為

として行うものである。このため、本業務に係る令和５年度予算が成立した

場合に、審査により選定した契約候補者と契約を締結する。予算が成立しな

かった場合には、契約は締結しない。 


